
ＪＲ東海労ニュース
２０１０年度協約･協定改訂団体交渉

まだまだ議論は不十分！
回答を受け再申し入れを行う
２０１０年度協約改訂交渉は、第７回団体交渉の席上、こ

の間の議論を踏まえた会社の回答が示されました。「当社に

おける労働条件や福利厚生のレベルは、世間一般と比較する

とすでに相当高い水準にある」と会社の認識を示した上で、

福利厚生関係の改善点６項目が示されました（ＪＲ東海労ニ

ュース№1464他参照）。しかし、私たちが切実な職場の声と

して要求してきた基本的なことは、何ら誠意のある回答はあ

りませんでした。ＪＲ東海労はまだまだ議論不足と判断しま

した。したがって、本日、要求を７項目に絞り、『申１２

号』として会社に提出しました。

◆条件を付けずに基本協約を締結せよ！

◆早急に組合事務所の便宜供与を行え！

◆申に対しては真摯な労使協議を行え！

◆休日出勤の解消、年間２０日年休消化等のため、

適正要員を配置せよ！

◆現等級経過年数による定期昇給額の低減はやめろ！

◆運輸系統の社員運用は本人の意思を尊重すること！

◆専任社員の雇用条件は撤回せよ！
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２０１０年 ９月１７日

ＪＲ東海労働組合


